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イ　銀行等の預金口座に振込みを希望する場合 ロ　ゆうちょ銀行の貯金口座に振込みを希望する場合

銀 行 本店 ・ 支店

（更正の請求をする理由等）

添付書類
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第６-(２)号様式

消費税及び地方消費税の更正の請求書

整理番号※

法 人 名

法 人 番 号

納 税 地
（〒　　　－　　　　）

（ フ リ ガ ナ ）
（電話 － － ）

及び地方税法附則第９条の４の規定に基づき国税通則法第23条

至 令和 　　年　　月　　日

　令和　　　年　　　月　　　日

税務署長殿

年 月 日付 申告 ・ 更正 ・ 決定に係る課税標準等又は税額等について下記のとおり更正の

消費税 法第 56条

令和

自 　　年　　月　　日令和



（裏面） 

           消費税及び地方消費税の更正の請求書の記載要領 

 

１ この請求書は、国税通則法第23条《更正の請求》又は消費税法第56条《前課税期間の消費税 

額等の更正等に伴う更正の請求の特例》並びに地方税法附則第９条の４《譲渡割の賦課徴収の 

特例等》の規定により更正の請求をする場合に使用するものです。 

２ この請求書は、次の区分に応じてそれぞれの提出期限までに提出する必要があります。 

区   分 提  出  期  限 

 国税通則法第23条第1項の規

定に基づいて提出する場合 

請求のもとになる申告の法定申告期限から５年以内（注） 

 国税通則法第23条第2項の規

定に基づいて提出する場合 

国税通則法第23条第2項の各号に掲げる事実に該当した日

の翌日から起算して2月以内 

 消費税法第56条の規定に基

づいて提出する場合 

請求の起因となる修正申告書を提出した日又は更正決定の

通知を受けた日の翌日から起算して2月以内 

注１ 平成23年12月２日より前に法定申告期限が到来する申告については１年以内となります。 

２ 消費税法第46条《還付を受けるための申告》に規定する申告書に係る更正の請求を行う 

場合の提出期限については、最寄りの税務署にお問い合わせください。 

     ３ 地方消費税についても消費税の例により、この請求書によって提出することとなります。 

   ３ この請求書には、取引の記録等に基づいて請求の理由の基礎となる事実を証明する書類を添 

付して下さい。 

４ この請求書の各欄の記載は、次によります。 

 「納税地」欄等は、納税申告書の書き方の要領によって記載してください。 

  本文中の「令和  年  月  日付 申告・更正・決定に係る」の箇所は、更正の請求 
をする納税申告書等の対象課税期間又は更正若しくは決定通知書の日付を記載し、かつ、「 
申告」、「更正」又は「決定」のいずれかを○で囲んでください。 
 「更正の請求をする理由等」欄には、当該理由、事情等をできるだけ詳しく記載してくだ 
さい。 

   なお、国税通則法第23条第２項《更正の請求》の規定に基づき更正の請求をする場合には、 
同項、国税通則法施行令第６条第１項《更正の請求》に規定する理由の生じた日及びその理 
由を具体的に記載してください。 
 「修正申告書提出年月日」又は「更正決定通知書受理年月日」欄には、消費税法第56条 
《前課税期間の消費税額等の更正に伴う更正の請求の特例》の規定に基づき更正の請求をす 
る場合に記載してください。 
 「還付される税金の受取場所」欄には、還付金の支払を受ける場合に、取引銀行等の預金 
口座への振込みを希望されるときは、その取引銀行等の名称等（該当の文字は○で囲んでく 
ださい。）、預金の種類及びその口座番号を記載してください。ゆうちょ銀行の貯金口座へ 
の振込みを希望されるときは、その貯金口座の記号番号を記載してください。 
また、ゆうちょ銀行又は郵便局窓口での受け取りを希望される場合には、支払を受けるの 

に便利な郵便局名等を記載してください。 
 更正の請求の対象が仮決算による中間申告、確定申告又は還付請求申告である場合には、 
消費税法第43条第３項《仮決算をした場合の中間申告の記載事項等》、第45条第５項《課税 
資産の譲渡等についての確定申告》又は第46条第３項《還付を受けるための申告》に規定す 
る書類（付表１～５－３のうち該当するもの）を添付してください。 
 「税理士署名」欄は、この請求書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士 
等が署名してください。 
 「※」欄は、記載しないでください 


